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総務大臣 殿 
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登録年月日及び登録番号 

平成22年12月1日 第342号 

連 絡 先 

 

 

電気通信事業法第34条第2項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け出ます。 

実 施 期 日 令和 8 年 3 月 1 日 
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(WCP)接続約款新旧対照表 

別紙 

新 旧 

(特定事業者が定める接続約款の準用) 

第 4条 (略)  

 

(標準的な接続箇所) 

第 5条 (略) 

 

(技術的条件) 

第 6条 (略) 

 

(略) 

 

(相互接続通信の切断等) 

第 9条 (略) 

 

(略) 

 

(準用の除外) 

第 11条 第 4条(特定事業者が定める接続約款の準用）に基づき準用する特定事業者接続約款の

規定のうち、第 53条(ローミングに係る譲渡の承認)、第 64条(従量制の網使用料の支払義務)、第

67条(手続費の支払義務)第 1項の第 1号及び第 2項、第 67条の 2(電話ユニバーサルサービス

料の支払義務)、第 67条の 4(電話リレーサービス料の支払義務)、第 68条(従量制の網使用料の

計算方法)、第 70条(通信時間の測定等)、第 81条(債権譲受)、第 82条(債権譲渡)、第 91条(ロ

ーミングに係る特例)、第 97条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)、料金表における通

則 2(料金等の減免)は、当社の第 2種指定電気通信設備と他事業者の接続では適用しません。 

 

(準用の一部除外) 

第 12条 第 4条(特定事業者が定める接続約款の準用）に基づき準用する特定事業者接続約款の

規定のうち、第 63条(料金等)、第 71条(料金の支払い)における規定は、電話ユニバーサルサービス

(特定事業者が定める接続約款の準用) 

第 4条 (略) 

 

(標準的な接続箇所) 

第 5条 (略) 

 

(技術的条件） 

第 6条 (略) 

 

(略) 

 

(相互接続通信の切断等） 

第 9条 (略) 

 

(略) 

 

(準用の除外） 

第 11条 第 4条(特定事業者が定める接続約款の準用）に基づき準用する特定事業者接続約款の

規定のうち、第 53条(ローミングに係る譲渡の承認)、第 64条(従量制の網使用料の支払義務)、第

67条(手続費の支払義務)第 1項の第 1号及び第 2項、第 67条の 2(ユニバーサルサービス料の

支払義務)、第 67条の 4(電話リレーサービス料の支払義務)、第 68条(従量制の網使用料の計算

方法)、第 70条(通信時間の測定等)、第 81条(債権譲受)、第 82条(債権譲渡)、第 91条(ローミ

ングに係る特例)、第 97条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)、料金表における通則

2(料金等の減免)は、当社の第 2種指定電気通信設備と他事業者の接続では適用しません。 

 

(準用の一部除外） 

第 12条 第 4条(特定事業者が定める接続約款の準用）に基づき準用する特定事業者接続約款の

規定のうち、第 63条(料金等)、第 71条(料金の支払い)における規定は、ユニバーサルサービス料及
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料及び電話リレーサービス料について当社の第 2種指定電気通信設備と他事業者の接続では適用

しません。 

2  (略) 

 

 

附則 

(略) 

附 則(令和 8 年 2 月 20 日 XKS2602180000050001) 

(実施期日) 

この改正規定は、令和 8 年 3月 1 日から実施します。 

び電話リレーサービス料について当社の第 2種指定電気通信設備と他事業者の接続では適用しま

せん。 

2  (略) 

 

 

附則 

(略) 

 

 




